
高齢者肺炎球菌
ワクチン予防接種

【問い合わせ】 健康保険課　保健予防係　☎098-911-9163

【問い合わせ】 健康保険課　保健予防係　☎098-911-9163

【問い合わせ】 福祉課　障がい支援係　☎098-945-4791

健康づくりに取り組む意識の向上と習慣化のために、今年も「西原町国民健康保険健康ポイント事業」を実施します。
100ポイントをためて、「健康」と「お得な特典」をゲットしましょう♪

これまでに高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を受けたことがなく、以下の対象者に該当し、ご自身
で接種を希望し指定医療機関で接種する場合、費用の一部を町が負担します。

早めの応募で当選率ＵＰ！健康ポイント事業で特典ＧＥＴ！！

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種助成のお知らせ

 ①対象事業に参加しよう
（対象事業）特定健診、がん検診、歯周疾患検診、保健指導など

 ②ポイントカードを受け取ろう
（配布場所）健康保険課窓口や集団健診会場など

 ③100ポイントをためて応募しよう

 ④特典をもらおう
抽選で100名様に5000円相当の特典をプレゼント

★対 象 者：西原町国民健康保険加入者で30～74歳の方
★応募期間：2022年5月６日（金）～2023年2月2８日（火）
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注意事項
●各事業1回のみのポイント付与となります。
●応募は1人1回とし、複数応募をした場合は無効
となります。
●ポイントを第3者に譲渡することはできません。

３月抽選会の様子。
崎原町長にクジをひいてもらいました♪

抽選は年2回です。
上半期に受診した方は、
当選するチャンスが
高くなるので、早めの
受診がおすすめ
です♪

■対象者（下記に該当し、今までに肺炎球菌ワクチンの接種（自費含む）を受けたことのない方が対象です）
①65歳になる方（昭和32年4月2日～昭和33年4月1日生まれの方）
②70歳以上になる方（昭和27年4月1日以前に生まれた方）
③60歳以上65歳未満の方で心臓、腎臓、呼吸器の機能に、日常生活活動が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによ
り免疫機能に日常生活活動がほとんど不可能な程度の障害がある方（身体障害者手帳1級程度の方）

■自己負担額　4,000円 （費用の一部を町が負担した際の自己負担額です）
※生活保護受給中の方は自己負担額免除のため被保護証明書を提示してください。
■実施医療機関：町指定医療機関（下記へのお問い合わせやホームページで確認できます）
※西原町発行の 予診票 が必要です(高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種)
お持ちでない方は健康保険課までお問い合わせください。

■接種期限：令和5年3月31日まで
接種は義務ではありませんが、対象者が接種を希望し指定医療機関で接種した場合、費用の一部を町が負担します。
肺炎の原因には肺炎球菌以外の病原体によるものもあり、肺炎球菌ワクチンが、すべての肺炎に効果があるわけではないことをご
理解ください。

特定健診受診は必須です。

対象者の方には個別通知 または ご案内を送付します。
●新型コロナウイルスワクチン予防接種を受けている（もしくは希望している）方は、新型コロナウイルスワクチン予防接種
を2回終了後、2週間以上あけてから高齢者肺炎球菌予防接種を受けてください。

※予防接種には、西原町が発行した予診票が必要です。

65歳以上
の方へ

１．期間　令和4年6月16日（木）～ 令和5年1月26日（木）
　　　　　※毎週木曜日　夜7時～夜9時（講座内容の都合、台風等天候不順により日程変更の場合もあります。） 
　　　　　　令和5年度は『基礎編』の開講を予定しています。
２．場所　前半15回：西原町役場　3階　全員協議会室
　　　　　後半15回：与那原町コミュニティーセンター
３．募集人数　若干名（申込者多数の場合は選考となります）。
４．受講料　無料。ただし、テキスト代3,300円と透明マスク代200円は自己負担となります。
５．受講対象  ・西原町民、または西原町内の職場で勤務、在学しており、継続して受講可能な方。

・2年間継続して受講が可能な方（令和4年度実施の入門編及び令和5年度実施の基礎編）。
・講座（入門編・基礎編）修了後、継続して県主催の手話通訳者養成講座を受講する意志のある方
・西原町内の手話サークルや各行事に積極的に参加・協力できる方。
※講座の出席率が実技80％以上、講義100％の方に修了証書を授与します。
※手話奉仕員登録は、入門編1年・基礎編1年（計2年）を修了した方を対象に行います。

６．申し込み先　西原町役場　福祉課　障がい支援係
　　　　　　※申込用紙は障がい支援係窓口に設置しております。
　　　　　　※顔写真付きの身分証明書もご持参ください。

募集期限
5月20日(金)

令和４年度 手話奉仕員養成講座（入門編）受講生募集
与那原町との合同開催　～楽しく手話を学びませんか～

ヘルスメイトの養成講座を開催します！

【募集対象者】 ・町内在住者で、食生活や地域の健康づくり活動に関心のある方
　　　　　　 ・地域で「食生活改善推進員」としてボランティア活動のできる方
【受 講 期 間】 令和4年7月～11月（全10回、午前10～13時 または 午後2時～4時）
【申 込 締 切】 令和4年6月17日（金）
【申　込　み】 電話、または健康保険課窓口まで直接お越しください。

★ヘルスメイトとは？
「食」について勉強し、健康づくりのボランティアとして公
民館や幼稚園で食育の大切さを伝える活動をしています。
食生活改善推進員(食改)とも呼ばれています。
ヘルスメイトになるには、西原町が開催する「食生活改善
推進員養成講座」で食生活改善や健康づくりに関する講
習を受けることが必要です。
★養成講座では何をするの？
健康や食に関する講話だけでなく、運動や調理実習など
も行います。
全10回の講座を通して、ヘルスメイトになるための基礎
知識を習得します。愛情と

元気にあふれる
仲間がたくさん
います♪

男性のご応募も
お待ちしています！

ヘルスメイト

✿✿✿ ✿✿✿

無料相談

相続・土地、建物
・会社の登記・法律相談

★相続のことなら安心しておまかせ下さい!

☎098-944-2582・　090-8291-4095

営業時間：月～土 8:30～18:00
※日・祝日及び時間外の対応も可
西原町棚原1丁目22番地25（ローソン棚原店うら）

P２台可
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